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調査計画 

１ 調査の名称 

就業構造基本調査 

２ 調査の目的 

統計法（平成19年法律第53号。以下「法」という。）に基づき，就業構造基本

統計（法第２条第４項第３号に規定する基幹統計）を作成し，国民の就業及び不

就業の実態を明らかにし，全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得るこ

とを目的とする。 

３ 調査対象の範囲 

(1) 地域的属性

全国

(2) 属性的範囲

世帯及び世帯員

４ 報告を求める者 

(1) 数

就業構造基本調査調査票

約520,000世帯及びその15歳以上の世帯員約1,080,000人（母集団の大きさ 

約5300万世帯，約１億1000万人） 

(2) 選定の方法（□全数 ■無作為抽出 □有意抽出）

報告を求める世帯（以下「調査世帯」という。）は，第１次抽出単位を平成

27年国勢調査調査区（以下「調査区」という。）とし，第２次抽出単位を住戸

とする層化２段抽出法により選定する。 

第１次抽出では，47都道府県ごとの15歳以上人口に基づく確率比例系統抽出

により，全国で約33,000調査区を抽出する。 

第２次抽出では，等確率系統抽出により，各調査区から15住戸を抽出する（詳

細は別添１のとおり）。 

(3) 報告義務者

① 後記５（１）①に掲げる事項については調査世帯の15歳以上の世帯員が，

後記５（１）②に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告し

なければならない。

② 前記①の規定による報告は，調査票に記入し，調査員又は後記６（２）②

に掲げる民間事業者又は民間事業者に使用される者の質問に答え，調査票を
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提出することにより行うものとする。 

ただし，総務大臣が指定する調査区の調査世帯については，政府統計共同

利用システムを利用して報告することができる。 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

(1) 報告を求める事項

調査は，就業構造基本調査調査票 により，以下の事項を調査する。

① 15歳以上の世帯員に関する事項

ア 全員について

(ｱ) 基本事項について

氏名，男女の別，配偶者の有無，世帯主との続き柄，出生の年月，就

学状況・卒業時期，学校の種類，居住開始時期，転居の理由，転居前の

居住地，収入の種類及びふだんの就業・不就業状態 

(ｲ) 訓練・自己啓発について

職業訓練・自己啓発の有無及び職業訓練・自己啓発の種類

(ｳ) 育児・介護の状況について

育児の有無，育児の頻度，育児休業等制度利用の有無・育児休業等の

種類，介護の有無，介護の頻度及び介護休業等制度利用の有無・介護休

業等の種類 

イ 有業者について

(ｱ) 主な仕事について

従業上の地位・勤め先での呼称，起業の有無，雇用契約期間の定めの

有無・１回当たりの雇用契約期間，雇用契約の更新の有無・回数，勤め

先の経営組織，勤め先の名称，勤め先の事業の内容，仕事の内容，企業

全体の従業者数，年間就業日数，就業の規則性，週間就業時間，年間収

入，就業開始の時期，就業開始の理由，現在の雇用形態についている理

由，就業時間又は就業日数の調整の有無，転職又は追加就業等の希望の

有無，転職希望の理由，希望する仕事の形態，求職活動の有無，就業時

間延長等の希望の有無，１年前の就業・不就業状態及び前職の有無 

(ｲ) 主な仕事以外の仕事について

主な仕事以外の仕事の有無・従業上の地位及び勤め先の事業の内容

(ｳ) 前職について

離職の時期，就業継続年月，離職の理由，従業上の地位・勤め先での

呼称，前職の雇用契約期間の定めの有無・１回当たりの雇用契約期間，

勤め先の事業の内容，仕事の内容 

(ｴ) 初職について

現職又は前職と初職との関係，初職の就業開始の時期及び初職の従業

上の地位・勤め先での呼称 

ウ 無業者について

(ｱ) 就業の希望等について

就業希望の有無，就業希望の理由，希望する仕事の種類，希望する仕
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事の形態，求職活動の有無，非求職の理由，求職期間，就業希望時期，

就業非希望の理由，１年前の就業・不就業状態及び就業経験の有無 

(ｲ) 前職について

離職の時期，就業継続年月，離職の理由，従業上の地位・勤め先での

呼称，前職の雇用契約期間の定めの有無・１回当たりの雇用契約期間，

勤め先の事業の内容，仕事の内容 

(ｳ) 初職について

現職又は前職と初職との関係，初職の就業開始の時期及び初職の従業

上の地位・勤め先での呼称 

② 世帯に関する事項

15歳未満の年齢別世帯人員，世帯全体の年間収入及び15歳以上世帯人員

(2) 基準となる期日又は期間

調査は，実施年の10月１日現在によって行う。

６ 報告を求めるために用いる方法 

(1) 調査組織

総務省－都道府県－市町村－統計調査員（又は民間事業者）－報告者

(2) 調査方法（■調査員調査 □郵送調査 ■オンライン調査 □その他（  ）） 

① 統計調査員

ア 都道府県知事は，市町村長の推薦に基づき，統計調査員として指導員及

び調査員を置く。

指導員及び調査員は，市町村長の調査実施上の指導を受けて，担当調査

区内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集，関係書類の作成並びに

これらに附帯する事務を行う。 

イ 前記アの規定にかかわらず，指導員は，市町村長の調査実施上の指導を

受けて，調査員に対する指導，調査票その他関係書類の検査及びこれらに

附帯する事務を行うものとする。

ウ 前記ア及びイの規定にかかわらず，特別の事情により調査員が前記アの

事務の一部を行うことができないときは，市町村長の定めるところにより，

指導員が当該事務を行うものとする。

② 民間事業者

ア 市町村長から実地調査に係る業務を受託した民間事業者は，当該市町村

長の担当調査区内の実地調査を当該市町村長に代わり行う。

イ 民間事業者及びその民間事業者に用いられる者は，定められた仕様書等

に基づき，統計調査員に代わり，調査員事務及び指導員事務を行う。
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③ 調査の方法

調査は，調査員（前記①ウの規定により調査員の事務の一部を行う指導員を

含む。）又は調査員事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及

びその民間事業者に使用される者が調査世帯ごとに調査票を配布し，及び取集

し，並びに質問することにより行う。 

 ただし，前記４（３）②ただし書記載による場合には，総務大臣が，政府統

計共同利用システムから当該世帯に係る報告を求める事項を入手する。 

７ 報告を求める期間 

(1) 調査の周期

５年

(2) 調査の実施期間又は調査票の提出期限

平成29年９月23日～10月26日

８ 集計事項 

次の事項について，全国，都道府県，県庁所在都市，人口30万以上の市及び都

道府県内経済圏別に集計する。 

ただし，県庁所在都市，人口30万以上の市及び都道府県内経済圏については，

就業・不就業の状態及びこれに附帯する主要な事項のみ集計する（詳細は別添２

のとおり）。 

（15歳以上の者について） 

(1) ふだんの就業状態に関する総括的な事項

(2) 常住地移動及び就業状態の異動に関する事項

(3) 収入の種類に関する事項

(4) 職業訓練・自己啓発に関する事項

(5) 育児・介護に関する事項

（有業者について）

(6) 雇用契約期間に関する事項

(7) 年間就業日数及び週間就業時間に関する事項

(8) 産業及び企業の従業者規模に関する事項

(9) 職業，従業上の地位及び年間収入に関する事項

(10) 転職及び追加就業希望に関する事項

(11) 副業の有無及び就業状態に関する事項

(12) 現職の継続期間，１年前の就業・不就業状態，就業理由，現在の雇用形態及

び就業時間又は就業日数の調整の有無に関する事項

(13) 前職の産業，職業，継続期間，離職の時期及び雇用契約期間等に関する事項

(14) 初職に関する事項

（無業者について）

(15) 就業希望の有無，就業希望の理由，希望する仕事の種類及び希望する仕事の

形態に関する事項
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(16) 求職活動の有無及び就業希望時期等に関する事項

(17) 非求職の理由及び就業非希望の理由に関する事項

(18) １年前の就業・不就業状態に関する事項

(19) 前職の従業上の地位，産業，職業及び雇用契約期間に関する事項

(20) 前職の継続期間，離職の時期及び離職の理由等に関する事項

(21) 初職に関する事項

（世帯主について）

(22) 世帯主の就業・不就業及び世帯員に関する事項

(23) 世帯の類型，家族構成及び世帯の年間収入に関する事項

（その他）

(24) その他就業又は不就業の状態及びこれに附帯する事項

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

調査の結果は，実施年の翌年７月末日までに，インターネットへの掲載等によ

り公表し，おって報告書を刊行する。 

10 使用する統計基準 

産業分類及び職業分類は，それぞれ日本標準産業分類及び日本標準職業分類に

基づいたものとするが，大分類項目を除く分類項目の一部については，分類項目

を細分化し，又は分類項目のいずれかを集約して表章に利用する。 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

書類名 保存期間 保存責任者 

調査票 ２年 総務省統計局長 

調査票の内容（氏名を除

く。）が転写されている電

磁的記録 
永年 総務省統計局長 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

該当なし。 
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別添１ 

平成29年就業構造基本調査の標本抽出方法 

標本抽出方法は，第１次抽出単位を平成27年国勢調査調査区（以下，「調査区」という。），

第２次抽出単位を住戸とし，それぞれの抽出単位を層化した後に抽出を行う層化２段抽出

法である。 

第１次抽出では，全国から約３万3000調査区を抽出し，第２次抽出では，約49万住戸を

抽出する。 

調査標本は，この方法により抽出された住戸に居住する15歳以上の世帯員全員とする。 

１ 調査区の抽出（第１次抽出） 

第１次抽出単位である調査区の抽出は以下の手順により行う。 

(1) 標本調査区は，次のものを除く全国の調査区の中から抽出する。

ⅰ．山岳・森林・原野地帯等のある区域 

ⅱ．刑務所・拘置所等のある区域 

ⅲ．自衛隊区域 

ⅳ．駐留軍区域 

ⅴ．水面調査区 

(2) 各調査区について，平成27年国勢調査の結果等に基づく特性により，次の６層に分

類する。

層１：人口が０の調査区 

層２：世帯数が15以下の調査区 

層３：学生の寮・寄宿舎のある調査区 

層４：病院・療養所及び社会施設のある調査区 

層５：給与住宅のある調査区 

層６：上記以外の調査区 

(3) 層ごとに，調査区を次の基準により配列する。

ⅰ．都道府県 

ⅱ．都道府県内経済圏 

ⅲ．市区町村コード（標本抽出時） 

ⅳ．市区町村コード（国勢調査時） 

ⅴ．平成27年国勢調査調査区番号 

(4) (3)の配列を基に，それぞれ都道府県ごとに全調査区の15歳以上人口を累積し，累積

した15歳以上人口に対して確率比例系統抽出により調査区を抽出する。

２ 住戸の抽出（第２次抽出） 

第２次抽出単位である住戸の抽出は以下の手順により行う。 

(1) 標本調査区ごとに，調査区に含まれる全ての住戸を，「居住者無」，「居住者有」の順

に配列する。
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(2) (1)の配列を基に，標本調査区ごとに，抽出起番号を１とし，抽出間隔を「居住者有」

の住戸数を15で除し小数点以下を切り上げた値として，等確率系統抽出法により住戸

を抽出する。

(3) 抽出された「居住者有」の住戸数が15未満の場合は，最初に抽出された「居住者有」

の住戸の次の住戸以降の配列について，抽出住戸数が15になるまで(2)により再度抽

出を行う。



既存の集計事項

1 ･･････ 1

2 ･･････ 1

3 ･･････ 3

4 ･･････ 4

5 ･･････ 4

6 ･･････ 5

7 ･･････ 6

8 ･･････ 7

9 ･･････ 7

10 ･･････ 8

11 ･･････ 8

12 ･･････ 9

新規の集計事項

1 ･･････ 11

2 ･･････ 11

3 ･･････ 12

4 ･･････ 12

5 ･･････ 13

有業者の就業状況に関する集計事項

有業者の就業希望に関する集計事項

無業者の不就業状況に関する集計事項

「前職の雇用契約期間の定めの有無・一回当たりの雇用契
約期間」に関する集計事項

「育児の頻度」に関する集計事項

「介護の頻度」に関する集計事項

別添２

育児に関する集計事項

介護に関する集計事項

世帯分布による就業構造に係る集計事項

「現職の雇用形態についている理由」に関する集計事項

「現職についた理由」に関する集計事項

無業者の就業希望に関する集計事項

就業異動に関する集計事項

常住地移動に関する集計事項

職業訓練・自己啓発に関する集計事項

平成24年調査結果比較に関する集計事項

平成29年就業構造基本調査　集計事項一覧

15歳以上人口に関する集計事項



【既存の集計事項】

１　15歳以上人口に関する集計事項

全
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世
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世
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1 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○ ◯ ○ ○ ○

2 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ◯ ○ ○

3 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ◯ ○ ○ ○

4 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ◯ ○ ○ ○ ○

5 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ◯ ○ ○

8 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

9 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ 15歳以上人口（卒業者） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

15 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 ○ 15歳以上人口（卒業者） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

20 ○ 15歳以上人口の有業率 ○ ○ ○

21 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○

22 ○ 〃 ○ ○ ○

23 ○ 〃 ○ ○ ○

24 ○ 〃 ○ ○ ○

２　有業者の就業状況に関する集計事項

25 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

27 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

28 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

35 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

36 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

有 業 者

注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。

無業者 世　帯

集
計
事
項
一
連
番
号

注1）「うち市部」についても表章する。

収
入
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種
類
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収
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業
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仕
事
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主
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偶
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係
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年
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業
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動
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業
異
動

年
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世
帯
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と
の
続
き
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教
育

卒
業
時
期

表章地域
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【既存の集計事項】

２　有業者の就業状況に関する集計事項

前職

全

国

都

道

府

県
（

注

１
）

・

政

令

市

主

要

地

域
（

注

２
）

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

産

業

継

続

就

業

期

間

41 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○ ○

42 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

46 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

47 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

48 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

49 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

51 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

53 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

54 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

55 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

56 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

57 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

58 ○ 正規の職員・従業員 ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 ○ 雇用者 ○ ○ ○ ○ ○

60 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

62 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

63 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

64 ○ 前職のある者 ○ ○ ○ ○

65 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

66 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

67 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

68 ○ 副業がある者 ○ ○ ○ ○ ○

69 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

70 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○ ○

71 ○ 雇用者（会社などの役員を除
く）

○ ○ ○ ○

72 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

73 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

74 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

75 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

76 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

77 ○ 雇用者（会社などの役員を除
く）

○ ○ ○ ○ ○

78 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○ ○

79 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

80 ○ 〃 ○ ○ ○

81 ○ 〃 ○ ○ ○

82 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

83 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

84 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

85 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

86 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

87 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

88 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

89 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

90 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

91 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

92 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

93 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

94 ○ 副業がある者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

95 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

96 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○

97 ○ 〃 ○ ○ ○

98 ○ 有業者の平均年齢 ○ ○

99 ○ 有業者 ○ ○ ○

100 ○ 有業者の平均年齢 ○ ○

101 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○

102 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

103 ○ 〃 ○ ○ ○

104 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

105 ○ 副業がある者 ○ ○ ○ ○ ○

106 ○ 雇用者（会社などの役員を除
く）

○ ○ ○ ○

産

業

職

業

従

業

者

規

模

集

計

事

項

一

連

番

号

表章地域

集　計　対　象

男

女

年

齢

教

育

配

偶

関

係

注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。
注1）「うち市部」についても表章する。
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【既存の集計事項】

３　有業者の就業希望に関する集計事項

全
国

都
道
府
県
（

注
１
）

・
政
令
市

主
要
地
域
（

注
２
）

107 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

108 ○ 有業者（在学者を除く） ○ ○ ○ ○ ○ ○

109 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

110 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

111 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

112 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

113 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

114 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

115 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

116 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

117 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

118 ○ 継続就業希望者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

119 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

120 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

121 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

122 ○ 追加就業希望者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

123 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

124 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

125 ○ 転職希望者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

126 ○ 転職希望者（在学者を除く） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

127 ○ 転職希望者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

128 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

129 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

130 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

131 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

132 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

133 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

134 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

135 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

136 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

137 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

138 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

139 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

140 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

141 ○ 継続就業希望者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

142 ○ 追加就業希望者 ○ ○ ○ ○ ○

143 ○ 転職希望者 ○ ○ ○ ○

144 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

145 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○

注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。
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【既存の集計事項】

４　無業者の不就業状況に関する集計事項

前職 初職

全
国

都
道
府
県
（

注
１
）

・
政
令
市

主
要
地
域
（

注
２
）

離
職
期
間

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

世
帯
の
家
族
類
型

一
般
・
単
身
世
帯

世
帯
所
得

就
業
状
態
・
仕
事
の
主
従

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

146 ○ 無業者（非親族世帯員を除く） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

147 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

148 ○ 無業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

149 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

５　無業者の就業希望に関する集計事項

150 ○ 就業希望者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

151 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

152 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

153 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

154 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

155 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

156 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

157 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

158 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

159 ○ 就業希望者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

160 ○ 就業希望者（求職者） ○ ○ ○ ○ ○

161 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

162 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

163 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

164 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

165 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

166 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

167 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

168 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

169 ○ 就業希望者（非求職者） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

170 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

171 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

172 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

173 ○ 非就業希望者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

174 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

175 ○
無業者（昭和63年以降に卒業し
た者）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

176 ○ 就業希望者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

177 ○ 就業希望者（求職者） ○ ○ ○ ○

178 ○ 前職のある求職者 ○ ○ ○ ○

179 ○ 〃 ○ ○ ○

180 ○ 就業希望者（非求職者） ○ ○ ○ ○ ○

181 ○ 非就業希望者 ○ ○ ○ ○ ○

182 ○ 無業者 ○ ○ ○ ○ ○

183 ○ 無業者 ○ ○ ○ ○ ○

184 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

185 ○ 非就業希望者 ○ ○ ○

夫希
望
す
る
仕
事
の
種
類

希
望
す
る
仕
事
の
形
態

求
職
活
動
の
有
無

世
帯
主
と
の
続
き
柄

教
育

就
業
状
態
・
仕
事
の
主
従

就
業
希
望
の
有
無

就
業
希
望
時
期

就
業
希
望
理
由

卒
業
時
期

注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。
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4



【既存の集計事項】

６　就業異動に関する集計事項

全

国

都

道

府

県
（

注

１
）

・

政

令

市

主

要

地

域
（

注

２
）

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

起

業

の

有

無

雇

用

契

約

期

間

の

定

め

の

有

無

産

業

職

業

従

業

者

規

模

就

業

開

始

時

期

就

業

希

望

意

識

求

職

活

動

の

有

無

就

業

希

望

の

有

無

就

業

希

望

理

由

求

職

活

動

の

有

無

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

産

業

職

業

継

続

就

業

期

間

前

職

の

離

職

理

由

前

職

の

離

職

時

期

離

職

期

間

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

初

職

と

現

職

等

と

の

関

係

初

職

に

就

い

た

時

期

初

職

に

就

い

た

年

齢

186 ○
15歳以上人口（昭和63年以降に
初職に就いた者）

○ ○ ○ ○

187 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○ ○

188 ○
有業者（昭和63年以降に初職に
就いた者）

○ ○ ○ ○ ○ ○

189 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○

190 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成24年10月以降に前職を辞
めた者）

○ ○ ○ ○ ○ ○

191 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

192 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

193 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

194 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成28年10月以降に前職を辞
めた者）

○ ○ ○ ○ ○

195 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

196 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

197 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

198 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成28年10月以降に前職を辞
めた者）

○ ○ ○ ○ ○

199 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成24年10月以降に前職を辞
めた者）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

200 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成24年10月以降に下記1)の
理由で前職を辞めた者）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

201 ○ 入職就業者及び転職就業者 ○ ○ ○ ○

202 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

203 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

204 ○
入職就業者及び転職就業者
（平成24年10月以降に現職に就
いた者）

○ ○ ○ ○

205 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

206 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

207 ○
転職就業者(平成24年10月以降
に前職を辞めた者)

○ ○ ○ ○ ○

208 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

209 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

210 ○
転職就業者（平成28年10月以降
に現職に就いた者）

○ ○ ○ ○ ○

211 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

212 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

213 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

214 ○ 〃 ○ ○ ○

215 ○
転職就業者（平成28年10月以降
に現職に就いた前職及び現職が
雇用者の者)

○ ○ ○ ○

216 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

注1）「うち市部」についても表章する。

1) 「事業不振や先行き不安」、「収入が少なかった」、「労働条件が悪かった」、「自分に向かない仕事だった」、「一時的についた仕事だから」

初　　職雇

用

形

態

の

異

動

区

分

収

入

の

種

類

就

業

状

態

・

仕

事

の

主

従

前

職

の

有

無

初

職

の

有

無

有　　業　　者

注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。

年

齢

教

育
無　業　者 前 職

集

計

事

項

一

連

番

号

表章地域

集　計　対　象

男

女

5



【既存の集計事項】

６　就業異動に関する集計事項

全

国

都

道

府

県
（

注

１
）

・

政

令

市

主

要

地

域
（

注

２
）

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

産

業

職

業

所

得

就

業

時

間

希

望

就

業

開

始

時

期

就

業

希

望

意

識

転

職

希

望

理

由

求

職

活

動

の

有

無

就

業

希

望

の

有

無

希

望

す

る

仕

事

の

種

類

希

望

す

る

仕

事

の

形

態

求

職

活

動

の

有

無

非

求

職

理

由

求

職

期

間

非

就

業

希

望

理

由

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

産

業

職

業

継

続

就

業

期

間

前

職

の

離

職

理

由

前

職

の

離

職

時

期

離

職

期

間

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

初

職

と

現

職

等

と

の

関

係

初

職

に

就

い

た

時

期

転

居

の

有

無

過

去

１

年

以

内

の

転

居

の

有

無

居

住

開

始

時

期

転

居

理

由

現

在

の

居

住

地

転

居

前

の

居

住

地

217 ○
転職就業者（平成28年10月以
降に現職に就いた前職及び現
職が雇用者の者)

○ ○ ○ ○ ○ ○

218 ○ 離職非就業者（求職者） ○ ○ ○

219 ○
離職非就業者（下記1)の理由
で前職を辞めた求職者）

○ ○ ○ ○

220 ○ 離職非就業者（求職者） ○ ○ ○ ○

221 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

222 ○ 55～64歳人口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

223 ○
離職非就業者（平成24年10月
以降に前職を辞めた求職者）

○ ○ ○ ○

224 ○
離職非就業者(前職が雇用者の
求職者)

○ ○ ○ ○

225 ○
離職非就業者(平成28年10月以
降に前職を辞めた前職が雇用
者の求職者)

○ ○ ○ ○

226 ○
離職非就業者（平成24年１月
以降に前職を辞めた就業希望
者）

○ ○ ○ ○

227 ○
離職非就業者（平成28年10月
以降に前職を辞めた者）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

228 ○ 無業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

229 ○
無業者（離職者及び継続非就
業者）

○ ○ ○ ○ ○ ○

230 ○
有業者（継続就業者，転職者
及び新規就業者）

○ ○ ○ ○ ○

231 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

232 ○
15歳以上人口（昭和63年以降
に卒業し初職に就いた者）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

233 ○
15歳以上人口（昭和63年以降
に初職に就いた者）

○ ○ ○ ○

234 ○
有業者（昭和63年以降に初職
に就いた者）

○ ○ ○ ○ ○

235 ○ 転職就業者及び離職非就業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

236 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

237 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

238 ○
転職就業者（平成24年10月以
降に前職を辞めた者）

○ ○ ○ ○

239 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

240 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

241 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成28年10月以降に前職を
辞めた者）

○ ○ ○ ○

242 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成24年10月以降に前職を
辞めた者）

○ ○ ○ ○

243 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成24年10月以降に下記2)
の理由で前職を辞めた者）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

244 ○ 離職非就業者（求職者） ○ ○ ○ ○ ○

245 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

246 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

247 ○
離職非就業者（平成24年10月
以降に前職を辞めた求職者）

○ ○ ○ ○ ○

248 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

249 ○
有業者（昭和63年以降に初職
に就いた者）

○ ○ ○ ○

250 ○ 〃 ○ ○ ○

251 ○
平成24年以降に前職を辞めた
者

○ ○ ○

252 ○ 離職非就業者（求職者） ○ ○ ○

７　常住地移動に関する集計事項－全国

253 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

254 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

255 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

256 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

257 ○ 転居者 ○ ○ ○ ○ ○

258 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

259 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

260 ○
転居者（平成24年10月以降に
転居した者）

○ ○ ○ ○

261 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

262 ○ 〃 ○ ○ ○

263 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○ ○

264 ○ 転居者 ○ ○ ○ ○

265 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

266 ○
転居者（平成24年10月以降に
転居した者）

○ ○ ○ ○

267 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○

268 ○
15歳以上人口（平成24年10月
以降に転居した者）

○ ○

269 ○ 〃 ○ ○

1) 「会社倒産・事業所閉鎖のため」、「人員整理・勧奨退職のため」、「事業不振や先行き不安」、「収入が少なかった」、「労働条件が悪かった」、「自分に向かない仕事だった」、「一時的についた仕事だから」

2) 「事業不振や先行き不安」、「収入が少なかった」、「労働条件が悪かった」、「自分に向かない仕事だった」、「一時的についた仕事だから」

常　住　地卒

業

時

期

卒

業

か

ら

初

職

就

業

時

ま

で

の

期

間 就

業

状

態

・

仕

事

の

主

従

過

去

１

年

以

内

の

就

業

異

動

雇

用

形

態

の

異

動

区

分

前

職

の

有

無

無　業　者

注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。

配

偶

関

係

有　業　者 初職就

業

異

動

注1）「うち市部」についても表章する。

前 職

集
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一
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男
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年

齢

教

育

6



【既存の集計事項】

８　職業訓練・自己啓発に関する集計事項

前職

全
国

都
道
府
県
（

注
１
）

・
政
令
市

主
要
地
域
（

注
２
）

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

雇
用
契
約
期
間
の
定
め
の
有
無

産
業

職
業

従
業
者
規
模

経
営
組
織

就
業
の
規
則
性

年
間
就
業
日
数

週
間
就
業
時
間

所
得

就
業
希
望
意
識

就
業
希
望
の
有
無

就
業
希
望
時
期

就
業
希
望
理
由

希
望
す
る
仕
事
の
形
態

求
職
活
動
の
有
無

非
求
職
理
由

求
職
期
間

前
職
の
離
職
理
由

270 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○

271 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○

272 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

273 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

274 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

275 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

276 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

277 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

278 ○ 無業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

279 ○
就業希望者（非求職者）（無業
者）

○ ○ ○ ○ ○

280 ○ 就業希望者（無業者） ○ ○ ○ ○ ○

281 ○
就業希望者（昭和63年以降に前
職を辞めた無業者）

○ ○ ○ ○ ○

282 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○

283 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○

284 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

285 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

286 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

287 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

288 ○ 無業者 ○ ○ ○ ○ ○

289 ○
就業希望者（非求職者）（無業
者）

○ ○ ○ ○

290 ○ 就業希望者（無業者） ○ ○ ○ ○

291 ○
就業希望者（昭和63年以降に前
職を辞めた無業者）

○ ○ ○ ○

292 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○

293 ○ 有業者 ○ ○ ○

294 ○ 〃 ○ ○ ○

295 ○ 無業者 ○ ○ ○ ○

296 ○
就業希望者（昭和63年以降に前
職を辞めた無業者）

○ ○ ○

９　平成24年調査結果比較に関する集計事項

297 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○

298 ○ 有業者 ○ ○ ○ ○ ○

299 ○ 〃 ○ ○ ○

300 ○ 〃 ○ ○ ○

301 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

302 ○ 無業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

注1）「うち市部」についても表章する。
注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。

無　業　者職
業
訓
練
・
自
己
啓
発
の
有
無

職
業
訓
練
・
自
己
啓
発
の
内
容

教
育

有　業　者就
業
状
態
・
仕
事
の
主
従

調
査
年

集
計
事
項
一
連
番
号

表章地域

集　計　対　象

男
女

年
齢
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【既存の集計事項】

10　育児に関する集計事項

全
国

都
道
府
県
（

注
１
）

・
政
令
市

主
要
地
域
（

注
２
）

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

産
業

職
業

従
業
者
規
模

年
間
就
業
日
数

週
間
就
業
時
間

継
続
就
業
期
間

就
業
時
間
希
望

就
業
希
望
意
識

就
業
希
望
の
有
無

求
職
活
動
の
有
無

303 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

304 ○ 育児をしている雇用者 ○ ○ ○ ○ ○

305 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

306 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

307 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

308 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

309 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

310 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

311 ○ 育児をしている雇用者 ○ ○ ○ ○ ○

312 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○

313 ○ 育児をしている雇用者 ○ ○ ○ ○

11　介護に関する集計事項

314 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

315 ○ 介護をしている雇用者 ○ ○ ○ ○ ○

316 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

317 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

318 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

319 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

320 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

321 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

322 ○ 介護をしている雇用者 ○ ○ ○ ○ ○

323 ○ 15歳以上人口 ○ ○ ○ ○ ○

324 ○ 介護をしている雇用者 ○ ○ ○ ○

注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。

介
護
休
業
等
制
度
の
種
類

有　業　者 無業者育
児
の
有
無

育
児
休
業
等
制
度
利
用
の
有
無

育
児
休
業
等
制
度
の
種
類

介
護
の
有
無

介
護
休
業
等
制
度
利
用
の
有
無

集
計
事
項
一
連
番
号

表章地域

集　計　対　象

男
女

年
齢

就
業
状
態
・
仕
事
の
主
従

注1）「うち市部」についても表章する。
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【既存の集計事項】

12　世帯分布による就業構造に係る集計事項

就
業
希
望
の
有
無

求
職
活
動
の
有
無

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

就
業
の
規
則
性

年
間
就
業
日
数

週
間
就
業
時
間

所
得

就
業
希
望
の
有
無

求
職
活
動
の
有
無

325 ○ 全世帯 ○ ○ ○ ○ ○ ○

326 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

327 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

328 ○ 下記3)に記載の世帯 ○ ○ ○ ○

329 ○ 全世帯 ○ ○ ○ ○

330 ○ 一般世帯 ○ ○ ○ ○

331 ○ 全世帯 ○ ○ ○ ○ ○

332 ○ 下記1)に記載の世帯 ○ ○ ○

333 ○ 世帯主が有業の一般世帯 ○ ○ ○ ○

334 ○ 下記2)に記載の世帯 ○ ○ ○ ○ ○

335 ○ 下記3)に記載の世帯 ○ ○ ○ ○ ○

336 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

337 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

338 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

339 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

340 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

341 ○
下記3)に記載の世帯のうち
妻が有業の世帯

○ ○ ○ ○ ○

342 ○
下記3)に記載の世帯のうち
夫と妻が有業の世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○

343 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

344 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

345 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

346 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

347 ○
下記3)に記載の世帯のうち
夫が前職のある無業者の世帯

○ ○ ○ ○ ○

1) 「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」、「ひとり親と子供から成る世帯」、「兄弟姉妹のみから成る世帯」、「単身世帯」

2) 「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」、「ひとり親と子供から成る世帯」

3) 「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」

妻

有　業　者 無 業 者

夫

全
国

都
道
府
県
（

注
１
）

・
政
令
市

主
要
地
域
（

注
２
）

世
帯
の
家
族
類
型

一
般
・
単
身
世
帯

有
業
親
族
世
帯
人
員

就
業
状
態
・
仕
事
の
主
従

年
齢

就
業
状
態
・
仕
事
の
主
従

世　帯　主

年
齢

教
育

表章地域

集　計　対　象

世 帯

夫
と
妻
の
就
業
状
態
・
有
業
の
親
の
有
無

世
帯
の
収
入
の
種
類

世
帯
所
得

世
帯
人
員

親
族
世
帯
人
員

６
歳
未
満
の
子
供
の
有
無

子
供
の
数

有
業
の
子
供
の
数

末
子
の
年
齢

就
業
状
態
・
仕
事
の
主
従

過
去
1
年
以
内
の
就
業
異
動

注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

年
間
就
業
日
数

週
間
就
業
時
間

所
得

無業者 前
職
の
離
職
理
由

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

所
得

主
な
収
入
の
種
類

年
齢

教
育

注1）「うち市部」についても表章する。

集
計
事
項
一
連
番
号

9



【既存の集計事項】

12　世帯分布による就業構造に係る集計事項（続き）

無業者

親

の

年

齢

親

の

就

業

状

態

・

仕

事

の

主

従

求

職

活

動

の

有

無

育

児

休

業

等

制

度

利

用

の

有

無

主

な

収

入

の

種

類

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

年

間

就

業

日

数

週

間

就

業

時

間

継

続

就

業

期

間

就

業

希

望

意

識

就

業

希

望

の

有

無

希

望

す

る

仕

事

の

形

態

求

職

活

動

の

有

無

前

職

の

有

無

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

前

職

の

離

職

理

由

離

職

期

間

348 ○ 下記1)に記載の世帯のうち妻が
有業の世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○

349 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

350 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

351 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

352 ○
下記1)に記載の世帯のうち妻が
無業の世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○

353 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

354 ○
下記1)に記載の世帯のうち妻が
昭和63年以降前職を辞め現在無
業の世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

355 ○

下記1)に記載の世帯のうち妻が
昭和63年以降結婚・出産・育児
のため前職を辞め現在無業の世
帯

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

356 ○ 下記2)に記載の世帯 ○ ○ ○ ○

357 ○
下記3)に記載の世帯のうち夫が
有業の世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

358 ○
下記3)に記載の世帯のうち夫と
妻が有業の世帯

○ ○ ○ ○ ○

359 ○ 有業単身世帯 ○ ○ ○ ○ ○

360 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

361 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

362 ○ 高齢者世帯 ○ ○ ○ ○ ○ ○

363 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

364 ○ 母子世帯 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

365 ○ 父子世帯 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

366 ○ 下記1)に記載の世帯 ○ ○ ○ ○ ○

367 ○ 下記2)に記載の世帯のうち６歳
未満の子供のいる世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

368 ○ 全世帯 ○ ○ ○ ○

369 ○ 全世帯 ○ ○ ○ ○ ○ ○

370 ○ 　〃 ○ ○ ○

371 ○ 　〃 ○ ○ ○ ○

372 ○ 一般世帯 ○ ○ ○ ○

373 ○ 下記1)に記載の世帯 ○ ○ ○ ○ ○

374 ○ 下記1)に記載の世帯のうち妻が
有業の世帯

○ ○ ○ ○

375 ○ 下記1)に記載の世帯のうち夫が
前職のある無業者の世帯

○ ○ ○

376 ○
下記2)に記載の世帯のうち6歳
未満の子供のいる世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

377 ○ 全世帯 ○ ○ ○ ○

378 ○ 全世帯 ○ ○ ○

379 ○ 単身世帯 ○ ○ ○ ○ ○ ○

380 ○ 下記1)に記載の世帯 ○ ○

381 ○ 〃 ○ ○ ○

382 ○ 下記2)に記載の世帯のうち6歳
未満の子供のいる世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○

383 ○ 全世帯 ○ ○ ○

注1）「うち市部」についても表章する。
注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。

1) 「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」

2) 「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」

3) 「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」

夫

と

妻

の

就

業

状

態

教

育

集

計

事

項

一

連

番

号

表章地域

集　計　対　象

男

女

配

偶

関

係

主

要

地

域
（

注

２
）

都

道

府

県
（

注

１
）

・

政

令

市

年

齢

全

国

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

就

業

状

態

・

仕

事

の

主

従

夫

と

妻

の

就

業

状

態

・

有

業

の

親

の

有

無 有　業　者

産

業

職

業

従

業

者

規

模

育

児

休

業

等

制

度

の

種

類

主

な

収

入

の

種

類

就

業

状

態

・

仕

事

の

主

従

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

所

得

育

児

休

業

等

制

度

利

用

の

有

無

育

児

休

業

等

制

度

の

種

類

主

な

収

入

の

種

類

年

齢

前

職

の

離

職

理

由

就

業

状

態

・

仕

事

の

主

従

育

児

休

業

等

制

度

利

用

の

有

無

世帯主

子

供

の

数

親

族

世

帯

人

員

夫 妻

母子，父子世帯 有　業　者 無 業 者 前 職主

な

収

入

の

種

類

従

業

上

の

地

位

・

雇

用

形

態

世 帯

有

業

親

族

世

帯

人

員

世

帯

の

家

族

類

型

求

職

活

動

の

有

無

所

得

末

子

の

年

齢

子

供

の

数

と

在

学

状

況

年

齢

就

業

状

態

・

仕

事

の

主

従

一

般

・

単

身

世

帯

介

護

の

有

無

介

護

休

業

等

制

度

利

用

の

有

無

介

護

休

業

等

制

度

の

種

類

世

帯

の

収

入

の

種

類

世

帯

主

・

世

帯

員

の

就

業

状

態

６

歳

未

満

の

子

供

の

有

無

世

帯

人

員

年

長

の

親

の

年

齢

世

帯

所

得

10



【新規の集計事項】

１　「現職の雇用形態についている理由」に関する集計事項

有業者 世帯

全
国

都
道
府
県
（

注
１
）

・
政
令
市

主
要
地
域
（

注
２
）

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

雇
用
契
約
期
間
の
定
め
の
有
無

所
得

現
職
の
雇
用
形
態
に
つ
い
て
い
る
理
由

一
般
・
単
身
世
帯

384 ○ 非正規の職員・従業員 ○ ○ ○ ○ ○

385 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

386 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

387 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

388 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

389 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

390 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

391 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

392 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

393 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

２　「現職についた理由」に関する集計事項

前職 有業者

全
国

都
道
府
県
（

注
１
）

・
政
令
市

主
要
地
域
（

注
２
）

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

産
業

職
業

従
業
者
規
模

就
業
開
始
時
期

現
職
に
つ
い
た
理
由

前
職
の
離
職
理
由

前
職
の
離
職
時
期

離
職
期
間

世
帯
の
家
族
類
型

就
業
希
望
の
有
無

求
職
活
動
の
有
無

前
職
の
離
職
理
由

就
業
状
態
・
仕
事
の
主
従

現
職
に
つ
い
た
理
由

394 ○ 入職就業者及び転職就業者 ○ ○ ○ ○ ○

395 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

396 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

397 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

398 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

399 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成24年10月以降に前職を辞
めた者）

○ ○ ○ ○ ○

400 ○
転職就業者（平成28年10月以降
に現職に就いた者）

○ ○ ○ ○

401 ○
転職就業者（平成28年10月以降
に現職に就いた前職及び現職が
雇用者の者)

○ ○ ○ ○

402 ○
下記1)に記載の世帯のうち
夫が前職のある無業者の世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○

403 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成24年10月以降に前職を辞
めた者）

○ ○ ○ ○ ○

404 ○
下記1)に記載の世帯のうち
夫が前職のある無業者の世帯

○ ○ ○ ○

405 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成24年10月以降に前職を辞
めた者）

○ ○ ○ ○ ○

注1）「うち市部」についても表章する。
注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。

1)「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦，子供と親から成る世帯」

配
偶
関
係

年
齢

世
帯
主
と
の
続
き
柄

教
育

雇
用
形
態
の
異
動
区
分

妻

集
計
事
項
一
連
番
号

表章地域

集　計　対　象

無業者
有業者 世帯表章地域 前職

夫

集
計
事
項
一
連
番
号

集　計　対　象

男
女

年
齢

就
業
状
態
・
仕
事
の
主
従

男
女
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【新規の集計事項】

３　「前職の雇用契約期間の定めの有無・一回当たりの雇用契約期間」に関する集計事項

全
国

都
道
府
県
（

注
１
）

・
政
令
市

主
要
地
域
（

注
２
）

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

雇
用
契
約
期
間
の
定
め
の
有
無

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

雇
用
契
約
期
間
の
定
め
の
有
無

産
業

職
業

前
職
の
離
職
時
期

406 ○
転職就業者及び離職非就業者
（平成24年10月以降に前職を辞
めた者）

○ ○ ○ ○ ○

407 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

408 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

409 ○
転職就業者(平成24年10月以降
に前職を辞めた者)

○ ○ ○ ○ ○ ○

410 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

411 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

412 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

413 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○

４　「育児の頻度」に関する集計事項

全
国

都
道
府
県
（

注
１
）

・
政
令
市

主
要
地
域
（

注
２
）

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

年
間
就
業
日
数

週
間
就
業
時
間

就
業
希
望
意
識

転
職
希
望
理
由

希
望
す
る
仕
事
の
形
態

世
帯
の
家
族
類
型

末
子
の
年
齢

育
児
の
頻
度

教
育

就
業
状
態
・
仕
事
の
主
従

育
児
の
頻
度

育
児
休
業
等
制
度
利
用
の
有
無

育
児
休
業
等
制
度
の
種
類

教
育

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

継
続
就
業
期
間

414 ○ 育児をしている雇用者 ○ ○ ○ ○ ○

415 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

416 ○
育児をしている雇用者（転職希
望者）

○ ○ ○ ○

417 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

418 ○
下記1)に記載の世帯のうち
６歳未満の子供のいる世帯

○ ○ ○ ○ ○

419 ○
下記1)に記載の世帯のうち
６歳未満の子供のいる世帯

○ ○ ○ ○ ○

420 ○
下記1)に記載の世帯のうち
６歳未満の子供のいる世帯

○ ○ ○ ○ ○

421 ○
下記1)に記載の世帯のうち
妻が雇用者（役員を除く）で
６歳未満の子供のいる世帯

○ ○ ○ ○

422 ○ 育児をしている雇用者 ○ ○ ○ ○

423 ○
下記1)に記載の世帯のうち
６歳未満の子供のいる世帯

○ ○ ○ ○

424 ○ 育児をしている雇用者 ○ ○ ○ ○

注1）「うち市部」についても表章する。
注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。

1)「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦，子供と親から成る世帯」

有業者
妻

前職有業者

有業者 夫

集
計
事
項
一
連
番
号

表章地域

集　計　対　象

男
女

世帯

集
計
事
項
一
連
番
号

表章地域

集　計　対　象

男
女

育
児
の
頻
度

年
齢

就
業
状
態
・
仕
事
の
主
従



【新規の集計事項】

５　「介護の頻度」に関する集計事項

全
国

都
道
府
県
（

注
１
）

・
政
令
市

主
要
地
域
（

注
２
）

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

年
間
就
業
日
数

週
間
就
業
時
間

就
業
希
望
意
識

転
職
希
望
理
由

希
望
す
る
仕
事
の
形
態

425 ○ 介護をしている雇用者 ○ ○ ○ ○ ○

426 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

427 ○
介護をしている雇用者（転職希
望者）

○ ○ ○ ○

428 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

429 ○ 介護をしている雇用者 ○ ○ ○ ○

430 ○ 〃 ○ ○ ○ ○

注1）「うち市部」についても表章する。
注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。

６　「就業調整の有無」に関する集計事項

全
国

都
道
府
県
（

注
１
）

・
政
令
市

主
要
地
域
（

注
２
）

431 ○ 非正規の職員・従業員 ○ ○ ○ ○ ○ ○

432 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

433 ○ 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○

注1）「うち市部」についても表章する。
注2）「主要地域」とは、県庁所在都市、人口30万以上の市、都道府県内経済圏に係る地域区分をいう。

有業者

集
計
事
項
一
連
番
号

表章地域

集　計　対　象

男
女

介
護
の
頻
度

就
業
調
整
の
有
無

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

所
得

集
計
事
項
一
連
番
号

表章地域

集　計　対　象

男
女

年
齢

配
偶
関
係
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就業構造基本調査 

１．結果の推定方法について 

 調査で得られた各標本調査区の居住者の有無ごとに、その属性を持つ男女、年齢階級、世帯

の種類別の調査人口を求め、これに標本調査区、居住者の有無別の線型推定用乗率を乗じ、さ

らに、地域、男女、年齢階級、世帯の種類別の比推定用乗率を乗じ、こうして算出された値を

地域内で合算することにより、目的の属性を持つその地域内の男女、年齢階級、世帯の種類別

の人口の推定値を算出している。 

URL: https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2017/suikei.html 

２．目標精度について 

都道府県別結果における基本的な集計値（有業者、無業者）の標準誤差率が、労働力調

査と同程度の概ね0.6%に収まるように設定している。 

https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2017/suikei.html
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